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町からのお知らせ

令
和
３
年
分

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
証
明
書
（
申
告
用
）

に
つ
い
て

令
和
３
年
１
月
か
ら
12
月
の
一
年
間
に
納

付
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
確

定
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
令
和
３
年
中
に

保
険
料
を
納
付
書
又
は
口
座
振
替
に
て
納
付

い
た
だ
い
た
方
に
、
納
付
証
明
書
（
申
告
用
）

を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、
令

和
３
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
納
付
証
明
書
は
郵

送
し
ま
せ
ん
。

な
お
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

で
、
納
付
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、
福
祉

課
保
険
年
金
係
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

福
祉
課

保
険
年
金
係

☎
９
２

－

７
９
３
４

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

▽
国
民
年
金
っ
て
な
に
？

国
民
年
金
は
、
年
齢
を
重
ね
た
と
き

や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、

現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い

う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
方
が
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
ま
す
。
国
が
運

営
す
る
た
め
、
安
定
し
て
い
て
、
年

金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
証

さ
れ
ま
す
。

▽
ど
ん
な
と
き
に
年
金
を
受
け
取
れ
る
の
？

国
民
年
金
は
、
老
後
の
た
め
だ
け
の

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢
を
重

ね
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
が
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
が

い
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
遺
族
年
金
は
、
加
入

者
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
そ
の
加
入

者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族
（
子
の
あ
る
配
偶
者
や
子
）

が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
保
険
料
を
払
え
な
い
と
き
は
？

・
学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
の
方
で
、
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

対
象
は
、
大
学
（
大
学
院
）、
短
期

大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、

特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各

種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
の
課

程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校

に
在
学
す
る
方
で
す
。

・
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

学
生
で
な
い
20
歳
か
ら
50
歳
未
満
の

方
で
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。

右
記
の
国
民
年
金
制
度
の
内
容
や
メ
リ
ッ

ト
、
保
険
料
の
納
付
方
法
や
免
除
の
手
続

き
な
ど
に
関
す
る
動
画
は
こ
ち
ら
↓

※
問
合
せ
先

福
祉
課

保
険
年
金
係

☎
９
２

－

７
９
３
４  

佐
賀
年
金
事
務
所

☎
０
９
５
２

－

３
１

－

４
１
９
１

実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
の

　
　
　
　
　

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

町
で
は
、
町
内
の
小
中
学
生
の
保
護
者
へ
実
用
英
語
技
能
検

定
（
英
検
）
の
検
定
料
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

▽
交
付
対
象
者

小
中
学
校
に
就
学
す
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
で
、
児
童
生
徒

が
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
。

▽
交
付
対
象
及
び
補
助
金
額

令
和
３
年
度
中
に
受
験
し
た
英
検
の
検
定
料
の
う
ち
、
一
回

分
の
検
定
料
を
補
助
し
ま
す
。

▽
申
請
方
法

「
塾
や
個
人
で
受
験
す
る
場
合
」

申
請
書
に
記
入
し
、
受
験
を
確
認
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、

教
育
学
習
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
・
請
求
書
は
、
教
育
学
習
課
（
役
場
２
階
）、
各
町

立
小
中
学
校
、
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

▽
必
要
書
類

・
検
定
料
の
領
収
書
の
写
し

・
合
否
通
知
書
の
写
し

・
申
請
書
及
び
請
求
書

▽
申
請
締
切
日

令
和
４
年
１
月
10
日
（
月
／
祝
）（
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印

有
効
。
持
参
の
場
合
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。）

※
た
だ
し
、
第
3
回
を
受
験
の
方
は
1
月
10
日
ま
で
に
申
請

書
及
び
受
験
が
確
認
で
き
る
も
の
（
領
収
書
と
受
験
票
等
）

を
提
出
し
、
後
日
請
求
書
及
び
合
否
通
知
書
の
写
し
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

教
育
学
習
課

学
校
教
育
係

☎
９
２

－

７
９
８
０

△申請書・請求書
のダウンロード
はこちら
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基
山
総
合
公
園
の
「
ト
イ
レ
」
の

　
　
　
　
　
　
　

利
用
中
止
に
つ
い
て

こ
の
度
、
基
山
総
合
公
園
の
ト
イ
レ
の
改
修
工
事
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
１
月
下
旬
か
ら
３
月
下
旬
ま
で
の
工
事
中
、
ト
イ

レ
の
使
用
を
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳
し
い
期
間
は
、
現
地

の
看
板
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

利
用
者
の
皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
基
山
総
合
公
園
ト
イ
レ
改
修
工
事
箇
所
】

・
Ａ
棟
ト
イ
レ
（
基
山
総
合
公
園
北
側
遊
具
付
近
）

・
Ｃ
棟
ト
イ
レ
（
基
山
総
合
公
園
第
１
駐
車
場
）

※
現
在
工
事
中
の
Ｂ
棟
ト
イ
レ
（
基
山
総
合
公
園
南
側
第
２
駐
車
場
）

に
つ
き
ま
し
て
は
、
１
月
下
旬
ま
で
工
事
を
行
う
予
定
で
す
。

※
問
合
せ
先

建
設
課

公
共
工
事
計
画
室

整
備
・
管
理
係

☎
９
２

－

２
０
１
１

Ｃ棟トイレ

「
基
山
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
見
直
し
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
別
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す

本
町
で
は
、
土
地
の
利
用
の
仕
方
、
道
路
や
公
園
の
整

備
に
つ
い
て
、
町
全
体
や
地
域
の
将
来
の
姿
を
示
し
た
「
基

山
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
見
直
し
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

今
後
約
20
年
を
見
据
え
た
地
域
ご
と
の
ま
ち
づ
く
り
方

針
を
町
民
の
皆
様
と
と
も
に
考
え
る
機
会
と
し
て
、
町
内

を
３
つ
の
地
域
に
分
け
て
地
域
別
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

の
で
、
ご
参
加
の
ほ
ど
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▽
開
催
日

令
和
４
年
１
月
22
日
（
土
）

地
域
１
に
お
住
ま
い
の
方
：
午
前
10
時
～
11
時
30
分

地
域
２
に
お
住
ま
い
の
方
：
午
後
１
時
～
２
時
30
分

地
域
３
に
お
住
ま
い
の
方
：
午
後
３
時
～
４
時
30
分

※
お
住
ま
い
の
住
所
が
ど
の
地
域
に
該
当
す
る
か
は

上
記
地
図
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
お
住
ま
い
の
地
域
以
外
の
懇
談
会
に
参
加
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
定
住
促
進
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
開
催
場
所

基
山
町
保
健
セ
ン
タ
ー
1
階

保
健
相
談
室

▽
参
加
で
き
る
方

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事

前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
お
住
ま
い
の
地
域
の

開
催
時
間
を
ご
確
認
の
上
、
開
催
場
所
へ
直
接
お
越
し

く
だ
さ
い
。

▽
開
催
方
法

懇
談
会
は
全
３
回
開
催
し
ま
す
が
、
町
内
を
３
つ
に
分

け
た
地
域
ご
と
に
開
催
し
ま
す
。
参
加
者
が
い
く
つ
か

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
意
見
を
出
し
合
い
、
ま
ち
づ

く
り
の
ア
イ
デ
ア
な
ど
を
ま
と
め
て
い
く
も
の
で
、
説

明
会
や
講
演
会
と
は
違
い
、
計
画
や
事
業
に
つ
い
て
審

議
や
質
疑
を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

定
住
促
進
課

都
市
計
画
係

☎
９
２

－

７
９
２
０

９
２

－

２
０
８
４

teiju-1@
tow

n.kiyam
a.lg.jp

地域 1

地域 3

地域 2

Ｂ棟トイレ（工事中）

Ａ棟トイレ

総合公園
多目的運動場

総合体育館

東明館




